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令和２年12月森町議会定例会会議録

１ 招 集 日 時 令和２年１２月２２日（火） 午前９時３０分

２ 招 集 場 所 森町議会議事堂

３ 開会・開議 令和２年１２月２２日（火） 午前９時３０分

４ 応 招 議 員

１番議員 川 岸 和 花 子 ２番議員 出 口 裕

３番議員 岡 戸 章 夫 ４番議員 加 藤 久 幸

５番議員 中 根 信 一 郎 ６番議員 岡 野 豊

７番議員 筋 惠 治 ８番議員 中 根 幸 男

９番議員 鈴 木 托 治 10番議員 西 田 彰

11番議員 亀 澤 進 12番議員 山 本 俊 康

５ 不応招議員 なし

６ 出 席 議 員 応招議員に同じ

７ 欠 席 議 員 なし

８ 地方自治法第121条の規定に基づき議場に出席した者の職氏名

町 長 太 田 康 雄 副 町 長 村 松 弘

教 育 長 比 奈 地 敏 彦 総 務 課 長 村 松 成 弘

企画財政課長 佐 藤 嘉 彦 保健福祉課長 平 田 章 浩
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９ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 花 嶋 亘 議 会 書 記 清 泉 雅 文

10 会議に付した事件

常任委員会所管事務調査委員長報告

議案第８５号 森町議会議員及び森町長の選挙における選挙運動の公営に

関する条例について

議案第８６号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついて

議案第８７号 地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例について

議案第８８号 森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

議案第８９号 森町経済変動対策貸付資金利子補給基金条例について

議案第９０号 森町立幼稚園預かり保育料徴収条例の一部を改正する条例

について

議案第９１号 森町社会体育施設の設置、管理及び使用料に関する条例の

一部を改正する条例について

議案第９２号 令和２年度森町一般会計補正予算（第１２号）

議案第９３号 令和２年度森町介護保険特別会計補正予算（第４号）

議案第９４号 令和２年度森町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

議案第９５号 令和２年度森町病院事業会計補正予算（第２号）

議案第９６号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び規約の変更について

議案第９７号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

第一常任委員会の閉会中の継続調査について

第二常任委員会の閉会中の継続調査について

議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について

議案第９８号 令和２年度森町一般会計補正予算（第１３号）
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＜議事の経過＞

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）出席議員が定足数に達しておりますので、

これから本日の会議を開きます。

発言の際には、マスクを着用して発言してください。

発言するとき、また、発言が終了したときには、マイクボタンを

押すようにお願いします。

始めに、総務課長から発言を求められておりますので、これを許

します。

村松総務課長。

総務課長 （ 村 松 成 弘 君 ）総務課長です。審議前にお時間をいただき

ありがとうございます。去る12月10日に開催されました12月議会定

例会２日目におきまして、議案第85号「森町議会議員及び森町長の

選挙における選挙運動の公営に関する条例について」の審議におき

まして中根幸男議員からご質問のありました、選挙公営の導入に伴

う支出限度額に変更はあるのかとのご質問にお答えをいたします。

選挙運動費用の制限額につきましては、公職選挙法第194条の規定

により計算式が決まっており、選挙期日の告示の日における選挙人

名簿登録者数を基に計算され、選挙期日の告示後に選挙委員会が告

示することになっております。このため、選挙運動費用の制限額の

計算式に変更はありません。今回の選挙公営の創設によって、選挙

運動用自動車、ポスター、ビラの経費について公費負担の対象とな

るわけでございますが、ポスター、ビラの作成費用は公費で負担さ

れた金額も含め、作成費の総額を選挙運動費用に計上することにな

ります。選挙運動用自動車の使用に要した経費は、公費負担の有無

に関わらず今までどおり選挙運動費用に計上する必要はありませ

ん。なお、収支報告書において、公費負担相当額については収入に

は計上しない扱いとなりますが、支出は計上する扱いとなります。

これは選挙公営制度において供託物没収者に対しては公費負担され

ないこととされているため、供託物を没収されない候補者との均衡

を保つようにしたものでございます。ただし、収支報告書において、
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公費負担相当額については参考欄に記入していただくこととなりま

す。いずれにいたしましても、詳細につきましては事前説明会等で

説明をさせていただきますのでよろしくお願いします。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）日程第１、「常任委員会所管事務調査委員

長報告」を行います。

最初に、第一常任委員会委員長、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）第一常任委員長、西田です。ただいまより

第一常任委員会委員長報告を行います。

全国的にコロナ感染症が広がる中で、第一常任委員会の本年度所

管事務調査は感染リスクを考慮し、私たちが調査したい事項「学校

跡地利用」を念頭に、それに応じていただける市町に打診し、リモ

ート調査という初めての試みで行いました。

去る11月18日水曜日、委員会室に第一、第二常任委員全員出席の

もと、静岡県は南伊豆町の学校跡地利用の現状視察をリモート調査

いたしました。９時30分、南伊豆町役場企画課地方創生室、山口氏

の対応をいただき、調査を始めました。前もって資料をいただいて

ありましたのでそれをもとにお話をいただくこととしました。

閉校となったのは南伊豆の西側、松崎町に接した地区に建てられ

た、旧三浜小学校（平成16年建設）であり、閉校前には生徒数も20

人ほどとなり、入学生もゼロ人という状況から平成26年３月に閉校

となり、この跡地利用を検討した。旧三浜小は建設からそれほど年

数が経っていない比較的新しい学校であるが、立地条件に難があり、

思うような方向性が出せないでいたところ、この平成26年頃に文科

省が校舎利用の条件を緩和するという方向性を出してきました。鉄

筋２階建て、給食棟、屋内運動場、グランドとなりますが、グラン

ドは３分の１ほどが道路上にあるという特殊な造成がされていま

す。校舎は人数の少ない学校でしたのでコンパクトな造りとなって

います。グランド、体育館は地域の防災拠点として、教室の一部は

防災倉庫として現在も活用。そのほかは文科省に転用として報告し

ていたが、その後貸与をしていますので、毎年貸与という報告を上
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げている。一つは広めの教室を使い、平成27年２月よりＮＰＯ法人

が認知症カフェの運営をしており、無償貸与としている。また、地

域行事などにも貸し出しており、手続きを取り、既定の使用料を払

えば、だれでも使うことができるとしている。電気、ガス、水道は

そのまま残してあるとのこと。時系列ですが、閉校後の活用を検討

するために区長会の意見を聞く中で、大きな施設ということで地域

だけでは活用は難しく、行政で検討してほしい、企業等誘致するよ

うであれば、それも良しとするなどの意見をいただいていた。平成

27年から杉並区の児童の体験学習の場として年２回ほど使用してい

ただいている。平成29年からは「みんなの廃校プロジェクト」にも

掲載し利用促進を図ってきました。複数の話があったがいずれも地

理的条件、宿泊等に難があり、まとまるまでにならなかった。平成

30年から動きが出てきまして、東京大学の海洋トレーニングセンタ

ーと連携し、国の委託を受けた災害対応システム構築を目的とした

もので、実証実験などをやるものです。トレーニングセンターとし

ては本格的なものでなく、参加人数も少ないということで年に数回、

単発的にやるという形で占有はしていない。そして、新たに平成30

年５月に給食棟を使ってグローバルコムホールディングスという会

社が食品加工、具体的には町内の農産物、海産物を使ってフリーズ

ドライ食品をつくりたいとの相談を受け、貸借を認めておりますが、

事業としての成果が上がるところまでには至っていないことから、

令和２年まで使用を認めています。東京大学トレーニングセンター

も同じく令和２年まで認めているとのことです。両者とも貸借料は

いただかず、光熱費のみの負担となっているとのことです。

ここで山口さんの説明が終わり質問時間を取りました。校舎が比

較的新しいようだが、国の補助金が入っていれば補助金返還という

ことはなかったのか、建設の起債残額はなかったか、あればどのよ

うな処理となったか。東京大学との結びつきはどのような接点があ

ったのかとの問いに、文科省の基準緩和通達があり、補助金につい

ては賃貸の場合は返還となるが無償貸与であれば返還はしないでよ
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いとのことであり、起債についても同じ考えで無償貸与であれば一

括償還でなく、通常の償還でよいとのことで報告だけでよいとして

いるとの答えでした。東京大学は「廃校プロジェクト掲載」からで

すが、もともと南伊豆町に大学の研究所と学生寮もあることから２

年の協議を経て話が進んだとの答えでした。

地元町民との跡地利用について協議はどのようにしているかとの

問いに、町有施設の跡地利用の検討会として会を開いている、三浜

小閉校時には複数回会議を開いたが、現在は非定期の開催となって

いるとの答えでした。

廃校プロジェクトで話のあったバイオマスや芸能プロダクション

等はなぜまとまらなかったのかとの問いに、お話は５、６か所から

あったのですが、一番の問題は地理的条件でした。中心街から離れ

ている、道幅が狭い、進入路も狭い、交通の便が悪い、全体に住環

境が良くない、これがネックとなったとの答えでした。

現在使われている３社はどのような経緯で使用することになった

のか、また、廃校プロジェクトへの掲載をやめた理由は、との問い

に、東京大学さんは使いたいときにお使い下さいとの契約であり、

ＮＰＯ法人（ふーら）さんは町の社会福祉協議会とも連携しており、

福祉政策の一環でもあるということ。グローバルさんはもともと町

内に宿泊施設を持っており、施設の周辺でオリーブの栽培をしてい

てフリーズドライの実証実験の話があり、施設も良いということか

ら協議を重ね、町の要綱に基づき使用を認め、光熱費は徴収させて

いただいている。廃校プロジェクトには多くの問い合わせはありま

したが、立地条件の問題があり思うような結果が出せませんでした。

廃校プロジェクトそのものは良い取り組みだと思っているとの答え

でした。

今の使用形態を続けていくのでしょうか、それとも新たな申し出

があれば使わせていくのでしょうか、との問いに、基本的には今使

われているところが使いますが、町にとって、地域にとって有効・

有益な申し出があれば使っていただくことはやぶさかでない。売却
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となると起債の償還や補助金等かなりの金額となります。賃貸につ

いても同じことが言えるとの答えでした。

すべてを使っていないことから管理はどこでしているか、との問

いに、教育施設であったことから教育委員会（町）が主として管理

しております。使用料についてはグローバルさんには光熱費をいた

だき、体育館は使用規定に基づいて、使用料をいただく形を取って

いる。

観光施設としての活用は無理だったのでしょうかとの問いに、三

浜小は観光地から離れ、誘客が見込めない地域であり、施設の改修

による費用対効果は薄いという地元意見もあり、観光施設にはなっ

ていないとの答えでした。

杉並区の小学生対象の交流事業があるようですが、どのような内

容で交流ができているのか、ここに至った経緯は、との問いに、総

務省モデル補助事業で「農漁村交流ツアー」クラフト体験というも

ので、南伊豆町が主催者になり、２泊３日の漁村体験を４年生から

６年生を対象に「40人定員」で杉並区の各学校にチラシを配り公募

をします。案内を出すと30分ほどで定員に達するほど好評で、町の

子どもたちや地域の人々との交流が始まっています。町が100万円

ほどを補助し、参加者の負担は１万円ほど、実施から５年ほどとな

りますが、中心部の弓ヶ浜以外での野外体験も好評ですとの答えで

した。

学校統合に対し保護者の皆さんの意見、反応はどうだったのでし

ょうとの問いに、最初にも申し上げましたが、閉校の数年前から生

徒数は大きく減少し、新入生もゼロとなったことで父兄の皆さんか

らは「閉校も致し方ないね」という意見が多く出されました。通学

時間が１時間掛かる児童もおりますが、バス運賃補助やバス停まで

遠い児童には町が小型マイクロバスを購入し、民間事業者に委託し

て送り迎えをしていますとの答えでした。

以上でリモートによる南伊豆町学校跡地利活用調査を終了しまし

た。全国では多くの自治体が廃校舎利用を模索しており、成功事例
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も報告されていますが、何分にもコロナ禍の中ではリモートによる

調査・研修を受け入れていただくところが限られているために、メ

リット、デメリットをしっかり調査することは難しいと感じている

ところです。以上で委員長報告を終わります。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）次に、第二常任委員会委員長、中根信一郎

君。

５番議員 （ 中根信一郎 君 ）第二常任委員会委員長の、中根信一郎でご

ざいます。第一、第二常任委員会で12月17日に行いましたリモート

による所管事務調査について、第二常任委員会委員長報告をいたし

ます。

廃校活用については、議会でも喫緊の課題と考えており、全国の

事例「みんなの廃校プロジェクト」の中から精査し、当町からの要

請に応えてくれた大豊町さんとリモート研修を実施することになり

ました。

会議室にて議員全員出席のもと、９時30分より、高知県大豊町の、

旧大田口小学校を住宅（大田口テラス）として活用した事例につい

て、当時の関係職員である北村様と杉本様に説明を受け、始めまし

た。

大豊町は、高知県東北端四国山地の中央部に位置し、森林面積が

17,000ヘクタールあり、働く場所の創出を平成25年くらいから進め

ており、林業を中心とした人口3,454人(今年の９月30日)の町で、

水資源には恵まれていますが、その反面脆弱な地質構造で古来より

地すべり地帯として有名な地域であります。

小学校を住宅として活用する経緯は、旧大田口小学校の地域では、

廃校により地域が衰退していく危機感があり、常に人がいるような

施設として集合住宅への改修について要望があったことと、大豊町

では、町が管理している町営住宅(107戸)等は、一部辺地を除いて

満室常態が続いており、民間の賃貸住宅についても１棟５世帯のみ

で満室状態が続いていた。また、雇用の創出や就業者の定住に繋が

らなかったこともあり、町の定住施策と地域の思いが合致したため
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集合住宅への改修となったとのことでした。

改修の内容は、１階に放課後子ども教室、保育所、ＮＰＯ活動拠

点で、地域コミュニティー施設として使用している。２、３階は住

居10戸（家族向け２戸、単身世帯向け８戸）に改修され、２階には、

キッズルームや集会室、コミュニティーラウンジも作られた。住宅

改修部分については、町外の就業者の定住や移住促進と町内独居高

齢者の住み替えと考えていたが、現在は、豪雨により家を被災し入

居した方も１世帯いるとのことでした。１階のＮＰＯ活動拠点では、

地元食材の活用等に、地域コミュニティー施設では、地区運動会や

地域活動に使用しているとのことでした。

財源は、空き家対策総合支援事業（国土交通省、平成28年度創設）

98,496千円、空き家活用事業（高知県、平成28年度拡充）23,310千

円、過疎債57,400千円、一般財源17,786千円で、事業費は、改修工

事費187,380千円、設計監理9,512千円、合計196,992千円の改修工

事となった。

次に、町管理の住宅に関する課題として、入居者が滞納した場合

に時間がかかること、高額な修繕が発生した場合に予算措置が必要

などあるが、一括借上（名称はマスターリース）、不動産管理会社

(公募)によって、住宅部分の賃貸管理や点検・修繕など処理をする

形を採用し、町の負担軽減をしている。

以上のような説明を受け、質疑に入りました。

以前から工場誘致をしていたのか、また働く場所がたくさんあっ

たのでしょうか」という問いに、工場誘致については、平成10年頃

から行っていた。稼働は平成25年からですが町内の７割が50年くら

い経過の人工林で、平成10年から製材工場を誘致し、集成材工場で

年10万立米、チップ工場で年４万立米の材木を加工しているとの回

答でした。

次に、プランニングを町で考えたのでしょうかの問いに、１階は

当初より地域からの意見と町で考えていた。２、３階はプレゼンで

評価しプロポーザル方式で設計会社に委託したとのことでした。
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次に、入居の見込みと家賃設定について参考に聞かせて欲しいと

の問いに、当時の住宅事情を鑑み、見込みはあった。家賃は、月額

28,000円から45,000円で敷金２か月分、別に、入居者と不動産会社

に敷金を設けているとの回答でした。

次に、廃校当時の児童数と他の廃校利用方法の案が無かったか、

収支はどうでしょうかの問いに、児童は十数名、放課後子ども教室

は10名くらいと記憶している。利用方法については、他には無かっ

た。収支は、管理会社から年間二百数十万円受け取っているが、１

階部分の光熱費については町で負担しているが詳細は分からないと

の回答でした。

ここで質疑を終了し、お礼のあいさつをし、リモート所管事務調

査を終了としました。１時間という時間の中で、大豊町の小学校を

住宅として活用した成功事例を聞き、当町にも大変役立つリモート

所管事務調査であった。

以上が、令和２年12月17日、第一、第二常任委員会での結果であ

り、第二常任委員会委員長報告として終わります。

続きまして、令和２年11月13日付けで森町商工会から提出された、

小規模企業の振興に関わる条例制定を求める要望並びに令和３年度

予算に向けた森町商工会事業に対する財政支援について、第二常任

委員会で調査・審議を行いましたので、その経過と結果について委

員長報告をいたします。

12月11日、常任委員会を委員全員出席のもと開催しました。小規

模企業振興基本条例については過去３回にわたり検討してきており

ますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考えると、当町の

小規模事業者や中小企業の経営は厳しい状況にあり、地域ぐるみで

の支援体制の整備が必要であると考え、二つの要望を取りまとめた

形の要望書を提出という結論になりました。休憩後、要望書の内容

について検討し、次のようになりましたので報告をいたします。

要望書、令和２年11月13日、森町商工会から提出された「小規模

企業の振興に関わる条例制定の要望」について、第二常任委員会に



- 11 -

おいて審議した結果、以下のとおり要望します。

本年は新型コロナウイルス感染症の影響により、日本を含む世界

の経済活動は大変厳しい状況にあります。当町も大きな影響を受け、

小規模事業者や中小企業の経営は厳しい状況に置かれており、起業

・事業継続・事業承継は喫緊の課題となっております。

森町議会では、経済活動及び企業誘致、学校跡地利用などについ

ての勉強会を行っており、「活気あふれる産業のまち」を実現する

ため、地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備が必要と考えてお

ります。

持続可能な経済・社会活動は重要であり、地域経済の循環と活性

化のため、町・小規模事業者や中小企業・商工会・金融機関・町民

等の役割を明確にし、訴求効果のある「小規模事業者・中小企業振

興に関わる条例」の制定を要望します。

以上、森町商工会から提出された、小規模企業の振興に関わる条

例制定を求める要望並びに令和３年度予算に向けた森町商工会事業

に対する財政支援の要望について、常任委員会での委員長報告とさ

せていただきます。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）日程第２、議案第85号「森町議会議員及び

森町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例について」を議

題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第85号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第85号は、原案のとおり可決されました。

日程第３、議案第86号「一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題とします。



- 12 -

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第86号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第86号は、原案のとおり可決されました。

日程第４、議案第87号「地方税法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第87号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第87号は、原案のとおり可決されました。

日程第５、議案第88号「森町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第88号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第88号は、原案のとおり可決されました。

日程第６、議案第89号「森町経済変動対策貸付資金利子補給基金

条例について」を議題とします。
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これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第89号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第89号は、原案のとおり可決されました。

日程第７、議案第90号「森町立幼稚園預かり保育料徴収条例の一

部を改正する条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第90号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第90号は、原案のとおり可決されました。

日程第８、議案第91号「森町社会体育施設の設置、管理及び使用

料に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第91号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第91号は、原案のとおり可決されました。

日程第９、議案第92号「令和２年度森町一般会計補正予算（第12

号）」を議題とします。
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これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第92号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第92号は、原案のとおり可決されました。

日程第10、議案第93号「令和２年度森町介護保険特別会計補正予

算（第４号）」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第93号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第93号は、原案のとおり可決されました。

日程第11、議案第94号「令和２年度森町公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号）」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第94号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第94号は、原案のとおり可決されました。

日程第12、議案第95号「令和２年度森町病院事業会計補正予算（第

２号）」を議題とします。
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これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第95号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第95号は、原案のとおり可決されました。

日程第13、議案第96号「静岡県市町総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び規約の変更について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第96号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第96号は、原案のとおり可決されました。

日程第14、議案第97号「辺地に係る公共的施設の総合整備計画の

変更について」を議題とします。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 「なし」と呼ぶ者あり ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第97号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第97号は、原案のとおり可決されました。

日程第15、議員派遣についてを議題とします。

議員派遣については、お手元に配付のとおり議員を派遣したいと
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思います。

お諮りします。

議員派遣については、これを決定することに、ご異議ありません

か。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、議員派遣については、お手元に配付のとおり決定し

ました。

日程第16、第一常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題と

します。

第一常任委員会委員長から、森町議会会議規則第75条の規定によ

って、お手元に配布のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご

異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。

日程第17、第二常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題と

します。

第二常任委員会委員長から、森町議会会議規則第75条の規定によ

り、お手元に配布のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご

異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす



- 17 -

ることに決定しました。

日程第18、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議

題とします。

議会運営委員会委員長から、森町議会会議規則第75条の規定によ

って、お手元に配布いたしました「次期議会の会期、日程等議会運

営に関する事項等」について、閉会中の継続調査の申し出がありま

す。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに、ご

異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。

しばらく休憩します。

（ 午前１０時１２分 ～ 午前１０時１２分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。

ただいま、町長から、議案第98号が提出されました。

これを日程に追加し、追加議事日程、第４号の追加１の第１とし

て、日程に追加したいと思います。

ご異議ありませんか。

（ 「異議なし」と言う者多数 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「異議なし」と認めます。

議案第98号を日程に追加し、追加１の第１として、議題とするこ

とに決定しました。

追加議事日程、第４号の追加１の第１、議案第98号「令和２年度

森町一般会計補正予算（第13号）」を議題とします。

職員に議案を朗読させます。

（ 職 員 朗 読 ）
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議 長 （ 亀 澤 進 君 ）本案について提案理由の説明を求めます。

町長、太田康雄君。

町 長 （ 太 田 康 雄 君 ）ただいま追加して上程されました議案第98

号「令和２年度森町一般会計補正予算（第13号）」について、提案

理由の説明を申し上げます。

本補正予算は、補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ

れ211,000千円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ11,022,964千円とするものであります。

今回の補正は、ふるさと納税に対する返礼品に、町内にて製造さ

れている電動アシスト自転車の主要部品であるドライブユニットを

搭載した「ＰＡＳ」を、先月上旬より追加したことにより、寄附額

が増加しております「ふるさと応援寄附金」を増額するものと、新

型コロナウイルスワクチンの接種開始を見込み、ワクチンの供給が

可能となった場合に、速やかに対応できるよう、準備を行う経費を

計上するものでございます。

それでは、以下、事項別明細書により補正の内容を歳出から申し

上げます。

７・８ページ、２款１項５目、財産管理費100,000千円につきま

しては、ふるさと応援基金積立金として、「ふるさと応援寄附金」

の一部を基金に積み立てるものでございますが、寄附の見込額の増

加に伴い、積立見込額を増額するものでございます。

２項１目、企画総務費100,000千円につきましては、ふるさと納

税推進事業費として、ふるさと応援寄附金の見込増額に伴い、委託

料等を増額するものでございます。

４款１項２目、予防費11,000千円につきましては、新型コロナウ

イルスワクチン接種体制確保事業として、ワクチンの供給が可能と

なった場合、速やかに接種を開始できるよう予め準備するための委

託料等の経費でございます。

続きまして、歳入についてご説明申し上げます。

５・６ページ、15款２項３目、衛生費国庫補助金11,000千円につ
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きましては、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に対す

る国庫補助金でございます。

18款１項２目、総務費寄附金200,000千円につきましては、本年

度の見込が伸びておりますふるさと応援寄附金、いわゆるふるさと

納税を増額するものでございます。

以上が、令和２年度森町一般会計補正予算（第13号）の内容でご

ざいます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）これから、議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）７・８ページの歳出からお伺いをいたしま

す。２款２項１目、ふるさと納税推進事業でありますが、町長の説

明によると電動バイクの寄附が増えているとの追加でございます

が、このヤマハのＰＡＳという車種は１台いかほどするものか。そ

れからこれまで増えている部分は、何台くらいの台数が来ているの

か。それからこの返礼品を受け取るためには、いくらの寄附がされ

たら返礼品となるのか、その辺りをお教えください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの 筋議員の

課 長 ご質問にお答えをいたします。まずＰＡＳの車種、１台いくらくら

いかというご質問でございます。現時点におきまして、車種として

は二つ、ラインナップとして用意をさせていただいているというと

ころで、一つがチャイルドシート付きの電動アシスト自転車。こち

らにつきましてはメーカーの小売希望価格におきましては156,200

円という金額になっております。これはカタログの価格ということ

でご理解をいただければと思っております。なお消費税を含むとい

うことでございます。それからもう一つがいわゆるスタンダード型

と言われているものでございます。こちらのメーカーの希望小売価

格が122,100円という商品となっております。

それから、増えているということであるが何台くらい注文が来て
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いるかというところの現時点の状況でございますが、まずこのチャ

イルドシート付きにつきましては、11月６日から返礼品へ追加をさ

せていただいているところであります。これにつきましては11月６

日から始めまして、11月で37台ほど注文をいただいてる。それから

12月に入りまして、これは12月15日までの累計、12月分の累計とい

うことでございますが、41台ということになっております。それか

もう一つ、スタンダード型というものについてですが、これにつき

ましては12月４日からお礼の品物に追加をしてございます。これに

つきましては12月１日から12月15日までの間で56台ということで注

文をいただいているという状況でございます。

いくらの寄附額かというご質問でございますが、まずチャイルド

シート付きの物につきましては50万円、それからスタンダード型に

ついては40万円ということで設定をさせていただいておるものでご

ざいます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

８番、中根幸男君。

８番議員 （ 中 根 幸 男 君 ）今回、通称ヤマハＰＡＳを返礼品に含めた

ことで、ふるさと応援寄附が増えたということで大変良いことかと

思っております。そこで一点お伺いしたいのは、この使用料及び賃

借料ということでインターネットシステム使用料が22,000千円とな

っております。これは具体的にどのような内容かお伺いをしたいと

思います。

それからもう一つ、４款１項２目の予防費の関係ですけれども、

これも新型コロナウイルスワクチンの接種体制の確保ということ

で、早めに進めていただけるということで、これも大変ありがたい

事業であると思っておりますが、これもその中の委託料、健康情報

システム改修委託料というのが4,500千円計上されておりますが、

具体的にはどのような改修をされるのか、その辺のところをお伺い

をしたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。
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企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの中根議員の

課 長 ご質問にお答えをいたします。13節の使用料及び賃借料、インター

ネットシステム使用料の内容ということでございます。これにつき

ましては、いわゆる寄附をするときの窓口となりますポータルサイ

トというものがございます。そのシステムを動かすためのシステム

の使用料ということで計上をしておるものでございます。例えばふ

るさとチョイスであるとかヤフー、あるいは楽天、ＡＮＡ、ふるな

び等のポータルサイトを使っていただいて寄附をしていただきます

ので、その時の使用料が掛かるということでございまして、この金

額の積算の根拠につきましては、一番そのポータルサイトの使用料

が高い率を積算根拠とさせていただいております。具体的には寄附

額の10パーセントに消費税を掛けた額ということでこちらを計上し

ているということでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。中根幸男議員の委託料

課 長 の内容についてのご質問にお答えさせていただきます。委託料の健

康情報システム改修委託料につきましては、現在このコンピュータ

ーシステムにおいて、新型コロナワクチンの接種の内容を入れるよ

うなシステムになっておりませんので、住民の方がいつ新型コロナ

ワクチンを接種をしたか、どこのメーカーのロット番号何番を接種

したかというような情報を、接種した後にシステムに入れてシステ

ム管理をするというものでございます。新型コロナワクチンにつき

ましては、副反応が出た場合すべて国の責任で対応するということ

になっておりますので、その接種をした内容を、この予防接種のシ

ステム、台帳に登録することによりまして情報を管理していくとい

うようなものでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）３番、岡戸です。歳出の２款１項１目、ふ

るさと応援基金の件です。三つほどお伺いいたします。今回、非常
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にヤマハさんの電動アシスト自転車が伸びたということで、非常に

ありがたいことと思います。それで先ほど課長からもお話がありま

したように、ふるさとチョイスとか楽天市場、ａｕＰＡＹ、ＡＮＡ

ふるさととか、あとふるなび、Ｑｏｏ10とか、現在六つの窓口を設

けて募集をかけられていると思うのですけれども、実際のところ今

回のヤマハさんのバイクについては、どこからの、どこの窓口を使

って寄附されているのかというデータがありましたら、教えていた

だきたいと思います。もしちょっと調べるのに時間が掛かるようで

あれば後ほどでも構いませんけれども、それがまず一つ。

それから二つ目の質問は、今回のヤマハさんのバイクですけれど

も、これはヤマハさんの方から提案があってラインナップに入れた

のか、町の方からどうですかという形で提案させていただいて、こ

のラインナップに入れることができたのかというその経緯を教えて

いただきたいと思います。

それと三つ目です。５月18日からだと思うのですけれども、新型

コロナ感染症対策の寄附募集ということで、こちらの方も募集され

ているかと思います。こちらは返戻金なしのコロナに関連したとこ

ろの対策に対しての寄附募集もされているかと思いますけれども、

こちらの金額的なものがもし分かりましたら教えていただきたいと

思います。以上３点お願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）ここでしばらく休憩をいたします。

（ 午前１０時２９分 ～ 午前１０時４０分 休憩 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）会議を再開します。

佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの岡戸議員の

課 長 質問にお答えをいたします。まず一番目、どこのポータルサイトが

多いかというご質問でございますが、一番多いポータルサイトがふ

るなびでございます。次に楽天と続いているという状況でございま

す。

それから今回の商品の追加がヤマハの提案からかあるいは町から
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の提案なのか、経緯も含めてというお話でございます。これにつき

ましては結論的には町からの提案ということでございます。経緯に

つきましては平成28年３月に一度ＰＡＳについては掲載を開始して

おります。その後、総務省から資産性の高いものについては見直し

をするように通知があったということから、２週間足らずで３月末

をもって一度取り止めておるという状況がございます。その後、令

和元年６月ですけれども、ふるさと納税の関連法令ということでふ

るさと納税自体が法的に整備されたのですが、その中において資産

性の高い返礼品の取り扱いを禁止とする法的な根拠というのが明示

されていなかったというのが、今回返礼品を追加するに至った直接

の動機ということでございます。それから、合わせて他の自治体等

へも聞き取りを行ったところでありますけれども、例えば埼玉県の

上尾市等でも同じような整理で自転車を復活をさせているというこ

とが把握できたということ。それからまた地場産品の関係でござい

ますけども、地場産品の定義から言っても、このＰＡＳについては

町内で心臓部分を製造しているということから地場産品と整理でき

ると考えたというところでございます。そしてさらにヤマハ発動機

とヤマハモーターエレクトロニクスにつきましては、町と一緒にＰ

ＡＳのふるさと森町と銘を打って、例えば天竜浜名湖鉄道の車両の

一部を「ＰＡＳ号」ということでラッピングをしてＰＲを実施して

いるというところでございます。また町におきましても森駅とアク

ティ森でレンタサイクルを行っておりますが、そちらにヤマハＰＡ

Ｓの導入を取り組んでいるという経緯もございます。そういった意

味で、今回の返礼品の追加というものも、ＰＡＳのふるさと事業の

一つとして地域振興につなげていきたいということから、今回、返

礼品のラインナップに追加をさせていただいたという経緯でござい

ます。

それから三番目の５月18日からの使い道において、新型コロナウ

イルス感染症対策に対する事業というものを掲載したところですけ

れども、この実績ということでございますが、現在までで１件９万
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円ということでご寄附をいただいているという状況でございます。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）３番、岡戸章夫君。

３番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）二番目の質問の経緯のところを詳しくご説

明いただきました。それに関連してですけど、ヤマハさんが出して

いる電動アシストバイクＰＡＳは、どちらかというと一般の生活に

使われる用途が非常に多い、便利なバイクかと思います。上位機種

に、例えばＹＰＪのＸＣとか、これはどちらかというとレジャー、

山とかそういったオフロードを趣味の一環として走るような上位機

種があるのですけれども、こちら方は確かに定価で言えば30万円も

越すような高額なバイクになっているのですけれども、こちらの方

をラインナップへ加えるということは可能でしょうか。そうすると

寄附額もかなり高くはなるのですけれども、その辺少し教えてくだ

さい。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの岡戸議員の

課 長 再質問にお答えをいたします。現在のＰＡＳより上位機種を返礼品

のラインナップに加えられないかというご質問かと思います。これ

につきましては、今後ラインナップは増やしていきたいと考えてい

るところでございます。可能であれば例えばＥ－ＢＩＫＥであると

かも一応選択肢には入れておりますけれども、そこにつきましては

製造元と協議をしながら、ラインナップを順次検討、見直しさせて

いただきたいと考えておりますのでご理解をお願いいたします。以

上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）ふるさと納税制度が開始されまして相当の

年数がなっているわけですけど、期間中に非常に高額なものを返戻

品として選ぶということで、例えば泉佐野とか小山町なんかでも非

常に問題になりまして、あまり高額なものはいけないじゃないかと
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いう雰囲気が伝わってきたところだったのですけど、今回ＰＡＳを

やることは非常に返還率が高いわけですけど、今まで森町は返還率

がどれぐらいだったのでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの鈴木議員の

課 長 ご質問にお答えします。返還率というお言葉ですが、返戻率という

ことで私ども申しておりますけれども、これにつきましては基本的

に法律で上限が定められているところでございます。地場産品につ

きましては３割以下、つまり返礼品の返戻率につきましては３割以

下、そして返礼品を含めた経費全体においても５割以下ということ

で、これが法の要請でございますので、これに則って、森町におき

ましては返礼品及び寄附額の設定に努めているところでございま

す。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）９番、鈴木托治君。

９番議員 （ 鈴 木 托 治 君 ）先ほど定価で２台のＰＡＳの値段を言った

わけですけど、その定価から判断すると、定価で、もしあれした場

合は30パーセントをオーバーするわけですけど、実質的には大体ど

れくらいの返戻率になるのでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）佐藤企画財政課長。

企画財政 （ 佐 藤 嘉 彦 君 ）企画財政課長です。ただいまの鈴木議員の

課 長 再質問にお答えいたします。メーカー小売希望価格がそのまま販売

価格ということではございませんので、具体的には25パーセント相

当ということで設定させていただいております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

４番、加藤久幸君。

４番議員 （ 加 藤 久 幸 君 ）歳出の７・８ページの中の新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保事業、体制を確保しておくということで

大変良い事業と思います。その中の印刷製本費、それから通信運搬

費、この辺の内容をお伺いしたいと思います。あと先ほど中根議員

から質問があった健康情報システム改修委託料の中で平田保健福祉
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課長の答弁の中で、国が責任を持つというようなことで大変これも

いいことかと思います。その中で副反応という言葉が出てきました

けども、以前は副作用という言葉を使っていたと思うのですが、こ

の違いについてお教えをいただきたいと思います。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。加藤議員の質問にお答

課 長 えをさせていただきます。まず印刷製本費の内容についてでござい

ますけども、ワクチン接種を受ける時には接種券というものを持っ

て医療機関に行って、接種を受けるということになるものですから、

全ての住民に接種券というものを印刷して配布しなければいけない

ものですから、その接種券の印刷代、それから新型コロナワクチン

を接種するときには接種券とともに予診票ということで、体温が何

度であるとか体調がどうのと書く紙がございます。その予診票の印

刷、それから接種券と予診票を住民の方に郵送するために必要な窓

あき封筒、それから接種の予約等のやり方についての案内パンフレ

ットの作成費、それから接種券、予診票を印刷するための、こちら

で指定したフォーマットに印刷をしてもらうものですから、そのた

めに必要な印刷屋さんでのシステム、印刷のフォーマットを構築す

るための費用等々、そういった費用が印刷製本費になります。

それから通信運搬費につきましては、先ほど言った接種券、予診

票、案内パンフレットにつきましては、それぞれ全住民の方々に郵

送させていただきますので、その接種券の郵送料、それから町にお

いて予約センター、相談センターを構築しますので、その時の住民

さんからの電話のやりとりに必要な電話の基本料、それから電話の

通信料というものが通信運搬費の内容でございます。

それから副反応とはどういったことかといった質問でございます

けども、季節性インフルエンザの場合には接種後すぐ帰宅するとい

うことがありますけども、定期の予防接種、日本脳炎であるとかＢ

型肝炎であるとかロタウイルスとかといったものに関して、定期の

予防接種につきましては接種後に必ずその現場に30分いてください
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ねということを言います。海外の接種事例で見ますとアナフィラキ

シー症状が出るというような症状が出ております。それにつきまし

ては体が赤くなったとか呼吸が苦しくなったとか、いろんな症状が

出るわけです。そういったアナフィラキシー症状が確認されており

ますけども、それから接種後数日後なり、１年後なり、いろいろな

接種によって体内、身体に副反応、害が出た場合、具体的にどうい

う症状になるか分かりませんけども、例えば半身不随とかもあるか

と思いますけども、今、半身不随と言ったのは例えばの話ですけど

も、そういったことがこの新型コロナワクチンの接種によってなっ

たということが国の方で判断されましたら、その医療費等を国が負

担するということで、そういった全般のことを副反応という形で、

今、医療の方ではそういう表現をしてございます。加藤議員の質問

で副反応と副作用の違いについてということでございましたけども

基本的には言葉の違いであって内容的に違うものではないと理解を

しております。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）二点ほど、同じくコロナウイルスのワクチ

ンのところですが、電話回線接続手数料とはどんなものなのか。そ

れと機械器具、諸備品購入費はどのようなものを購入するのか、お

願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。西田議員の質問にお答

課 長 えをします。手数料の電話回線接続手数料につきましては、現在電

話回線を増やすということが現状の機器ではできないものですか

ら、電話回線のユニットというものを増設して電話回線を増やして、

相談センター、予約センターを設置するということで、二回線分の

ユニットを今の電話交換機に接続するというものの手数料でござい

ます。

それから諸備品購入費につきましては、現在先週の18日、厚労省
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に申請が出ておりますファイザーのワクチンにつきましては、マイ

ナス75度で保存をする、それからアメリカのモデルナのワクチンに

つきましては、マイナス20度で保存をするということがありました

ので、そのマイナス75度に対応するディープフリーザー（冷凍庫）。

それからモデルナのマイナス20度のワクチンに対応するマイナス20

度対応の冷凍庫、それから今イギリスで開発してますアストラゼネ

カのワクチンは、季節性のインフルエンザと同じように普通の冷蔵

庫で保存が可能ですけども、そのワクチンにつきましても、保存に

冷蔵庫が必要ですので、アストラゼネカに対応できるような冷凍冷

蔵庫ということで、それぞれ３台の冷凍庫、冷蔵庫を予定しており

ます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

５番、中根信一郎君。

５番議員 （ 中根信一郎 君 ）５番、中根信一郎です。８ページのコロナ

ウイルスワクチンの接種の準備ということで、これについては今後

もそういう準備の事業というものが発生してくるのか、今回でもう

準備については終わるということなのか、それだけお願いします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。中根信一郎議員の質問

課 長 にお答えさせていただきます。こちらの準備につきましては、国の

要綱に基づいて準備の予算をあげさせていただいてございます。情

報によりますと国の３次補正予算を通過した時にもう１回この国の

要綱を変更するということで聞いておりますので、場合によっては

その変更した要綱に基づいて、接種体制の確保事業を追加で予算を

お願いするという状況があるかもしれないですけども、現在の段階

であるかないかと言われたらそこは分からないというような回答に

なります。状況によっては追加でお願いをしたいと考えております。

以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

３番、岡戸章夫君。
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３番議員 （ 岡 戸 章 夫 君 ）引き続きコロナウイルスのワクチンの件で

すけども、これがスタートするとなると、受付とか今準備している

ところは、始めのところはかなり集中されるかと思います。現状と

して保健福祉課内の職員さんの中でさばけるのか、それともその時

に、例えば来年度で会計年度任用職員の方をまた募集してさばいて

いくのか、そこら辺の見通し、算段は今どうされておりますでしょ

うか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。岡戸議員の質問にお答

課 長 えさせていただきます。ワクチンの接種につきましては、接種方法

について概要が決まってきておりますけども、具体的な詳細、高齢

者に優先的に接種するけども、高齢者とは一体何歳以上を高齢者に

するかというような議論等々、まだ検討している内容がいろいろご

ざいます。現在の情報で、うちの課としましてもワクチン接種の準

備をさせていただいて、具体的にワクチン接種について、人的にど

のように配置をするとスムーズに、住民に迷惑が掛からないように

スムーズな対応ができるかということを現在検討している最中でご

ざいます。具体的に来年度の会計年度任用職員がどのくらい必要で

あるとか、正規職員がどのくらい必要であるかというものは現在の

ところ保健福祉課内で検討中というところでございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）新型コロナワクチンの健康情報システム改

修委託料について、先ほど来質問をされていますけれども、私もち

ょっと質問をお願いしたいと思います。健康情報システムですけど

も、改修の内容は先ほど説明の中でおおよそ分かりました。現在の

この健康情報システムの中の健康情報というものについて、現在ど

ういったものが健康の情報としてこのシステムに入っているのか。

それについて説明をお願いいたします。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。
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保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。岡野議員の質問にお答

課 長 えさせていただきます。健康情報システムにつきましては、現在、

定期の予防接種、日本脳炎、ロタ、それから麻疹、風疹いろいろご

ざいますけども、そういった接種をした際の、何月何日どこでどの

予防接種を接種し、どこのメーカーのワクチン、ロット番号何番を

接種したかというものをこのシステムの中に入れて管理をしている

というものになります。それぞれの予防接種ごとに管理をさせてい

ただいております。ここに新型コロナワクチンを追加していくとい

うことを、現在、システム変更ということで予算を計上させていた

だいてございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）６番、岡野豊君。

６番議員 （ 岡 野 豊 君 ）ただいま日本脳炎、ロタウイルス、風疹等

の予防接種ごととご説明がありましたけども、これにつきましては

例えば年度だとか、個人個人の経歴が把握できるということでよろ

しいでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。岡野議員の再質問にお

課 長 答えさせていただきます。岡野議員おっしゃるとおり個人ごとに入

力しますので、森町の住民のどなたがいつ何を接種したかというこ

とをこのシステムで管理しているといったものになります。以上で

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

７番、 筋惠治君。

７番議員 （ 筋 惠 治 君 ）一つ、説明の中で質問が思いつきましたの

で追加して質問させていただきます。先ほど器具で、三社に対応す

る冷蔵冷凍庫を用意するということでございますが、それぞれのフ

ァイザーであるとかアストラゼネカだとかモデルナとか、若干それ

ぞれの薬品が違うと思うのですが、例えば打つとき、または発券を

するときに、町民が、情報がちょっとよく分からないと思いますが、

町民の方から薬品を選べるのか、ワクチンを選べるのか、またそう
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いうことは可能なのか、今、分かるようでしたら教えてください。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。 筋議員の質問にお答

課 長 えさせていただきます。現在の、国の考えておりますスキームでは、

住民の方、国民の方がどこのメーカーのワクチンを接種したいとい

うような希望について、確認をして接種をするというスキームには

なってございません。森町においてどこのワクチンが来るかも分か

らないというような状況になっておりますので、そこの医療機関に

あるメーカーのワクチンを接種していくということで、住民、国民

が選択するということはできないということでございます。以上で

す。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

10番、西田彰君。

10番議員 （ 西 田 彰 君 ）接種対象者の優先順位ですけど、高齢者、

私も高齢者と思っていたのですけど、ある人が、それよりもまず医

療従事者とか介護施設の施設員が絶対に最初にやってもらった方が

良いと言われて、確かに病院がもしクラスターとかが出てしまいま

すと大変なことになるので、そこら辺はやっぱり同じような優先で、

そちらをまずということでよろしいでしょうか。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）平田保健福祉課長。

保健福祉 （ 平 田 章 浩 君 ）保健福祉課長です。西田質問の質問にお答

課 長 えさせていただきます。接種の優先順位につきましては、西田議員

おっしゃるとおり第一優先は医療従事者ということになっておりま

して、その次が高齢者ということになっております。ただ医療従事

者につきましては、町から受診券を発行して、それに基づいてワク

チンを接種するというスキームになっておりません。受診券を町が

発行する前に、受診券なしで医療従事者につきましては最優先で接

種をするという形でございます。それからその次が高齢者というこ

とでございます。ただ高齢者につきましては、先ほど少し発言させ

ていただきましたけども、一体何歳以上の高齢者を優先的に接種す
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るかというものは、現在、国の方で検討中でございまして、何歳以

上の高齢者が優先になるかというものは現在決まってございませ

ん。介護施設、福祉施設、障害者施設の従事者につきましては、順

番とすると高齢者の次の優先順位に入ってございます。以上です。

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）他に質疑はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「質疑なし」と認めます。

これから討論を行います。討論はありませんか。

（ 発言する者なし ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）「討論なし」と認めます。

これから議案第98号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。

（ 起 立 全 員 ）

議 長 （ 亀 澤 進 君 ）起立全員です。

したがって、議案第98号は、原案のとおり可決されました。

以上で、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

令和２年12月森町議会定例会を閉会します。

（ 午前１１時１１分 閉会 ）
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以上のとおり会議次第を記録し、ここに署名します。

令和２年１２月２２日

森 町 議 会 議 長

会議録署名議員

同 上


